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基  本  方  針 

 

１．基本的考え方 

 

 

（１）当行の基本的考え方 

  

     当行は、青森県を主要営業基盤とし、中心となる顧客層を地域の中小企 

    業・小規模事業者および個人、そして、地方公共団体とする地域金融機関と 

    して、銀行業務を通じて地域社会に役立つ活動を行い、地域になくてはなら 

    ない存在となるために、企業理念として「地域のために」「お客さまとと 

    もに」「人を大切に」を定め、経営を行っています。 

  

  （２）当行を取り巻く経済環境、地域経済の動向 

 

  青森県は、地理的、気象的要因から、津軽地方と南部地方に区分されてい

ます。主要都市としては青森市、弘前市、八戸市があげられ、これら都市を

核にした経済圏が形成されています。特徴としては、県庁所在地である青森

市、稲作・リンゴ生産を中心とした弘前市、恵まれた水産資源を活用した水

産加工などの生活関連型、新産業都市として鉄鋼、紙・パルプ等の基礎素材

型の製造業を主とした八戸市の特色ある三極分散構造があげられます。また、

国勢調査結果による人口推移をみると、県内総人口は昭和６０年の１５２万

４千人をピークに緩やかな減少傾向にあり、平成１２年には１４７万６千人

と１５年間で５万人のマイナスを記録しました。しかし、青森市、弘前市、

八戸市等の主要都市の人口は小幅増加となり、平成１２年には７１万６千人

と県合計のほぼ半数を占めるまでになり、都市部への人口集中が進んでいま

す。一方、県内人口の高齢化の状況については、平成１２年の国勢調査では、

６５歳以上の老年人口比率が１９．５％と全国のほぼ中位の水準にあります

が、前回平成７年調査に比べ６．６ポイント増加と、全国第５位の増加率を

示し、高齢化が急速に進展していることを示しています。 

  県内の産業構造を平成１１年度県内総生産産業別構成比でみると、第一次

産業が５．０％（全国：１．４％）、二次産業が２３．７％（全国：３１．７％）、

三次産業が７５．５％（全国：７０．９％）となり、全国に比べ農業、漁業

などの一次産業の割合が高く、二次産業の割合が低い結果となっています。

経済成長をリードする二次産業をみますと、建設業が１２．７％と全国を４．

４ポイント上回るものの、製造業が１０．５％と全国を１２．８ポイント下
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回っており、青森県経済は建設業のウエートが高く、製造業が低いことが特

徴としてあげられます。県内建設業は、公共工事と民間工事のウエートが６：

４と全国の５：５に比べ、公共工事の比重が高いほか、土木工事と建築工事

の割合が青森県の６：４に対し全国が５：５と、土木工事の割合が高くなっ

ています。製造業では、県外からの誘致企業の増加により、加工組立型のウ

エートが増加しているものの、主力は水産加工等の生活関連型が中心となっ

ています。 

  最近の県内景気動向をみると、建設業は公共投資の縮減、住宅建築の不振

から低迷を続けています。製造業も消費不況、ＩＴ不況の影響を受け、主力

の電気機械、食料品ともに伸び悩んでいます。また、県内需要項目でも、不

況の長期化に伴う雇用環境、所得環境の悪化から、民間部門の個人消費、住

宅投資が低調となっているほか、民間企業設備投資も企業収益や業況感の悪

化、さらには経済の先行きに対する不透明感等から慎重な動きが続いていま

す。県内企業倒産も平成１４年は件数、負債総額ともに大幅増加となり、倒

産件数の増加は全国でも上位にあげられ、企業活動の不振が目立っています。

しかし、平成１４年１２月の東北新幹線八戸延伸に伴う県外観光客増加が県

内観光関連施設の賑わいを呼んでおり、観光面で明るい材料も見られていま

す。 

   

（３）当行の特性 

 

    当行では総店舗数（代理店を含む）112 カ店のうち主要営業基盤である青森 

   県内に 103 カ店を配し、資金調達においても総預金のうち県内比率が 95.1％、  

   貸出金においても県内比率が 90.9％を占めるなど、県内に経営資源を集中させ 

   ています。 

    県内向け貸出金は、個人・中小企業向け貸出金が７割程度を占めており、業 

   種動向では個人業種の融資構成比率が高まっているものの、それ以外の業種で 

   は総じて横這いないしは逓減の推移にあります。また、特定業種への偏重はな 

   く、地区別でも 3地区の主要都市を中心に、地公体比重の高い青森地区 47.2％、

弘前地区 24.5％、八戸地区 28.3％の貸出金構成となっています。 

   14 年度決算においては、低金利の長期化を背景に資金利益が前年比減少し 

  たものの、経営効率化の効果によりコア業務純益が増加しています。なお、   

  収益性の指標である修正ＯＨＲは改善傾向ながら、依然として 70％を超える 

  水準となっています。また、平成 15 年 3 月期において将来の安定した収益を 

  確保すべくより厳格な自己査定を実施したことにより、不良債権比率が 6％台 

  へ上昇しています。 
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２．基本的方針 

  

  当行は、主要営業基盤を青森県内とし、その地域社会との長期的信頼関係の構築 

 により健全かつ安定した経営基盤を築くため、平成 14 年 4 月より中期経営計画を 

 スタートさせ、目標とすべき銀行像として「強い経営体質を持った地域のベストパ 

 ートナー」を掲げ、「経営効率の向上」「営業戦略の再構築」「人材の戦力化」の重 

 点課題に基づき、地域との共存共栄の実現に向けて施策を展開しています。 

  しかしながら、景気低迷の長期化により地域中小企業等の体力低下が懸念される 

 ことや高度化・多様化する顧客ニーズへの対応、そして、地域金融機関の性格上高 

 い公共性が求められていることで、地域・社会から期待される役割を果たすための 

 コストも負担していることを考えると、当行としての新しい取組みが必要となって 

 います。 

  このような状況を踏まえ、健全性を向上させつつ、主要なお客様である県内の個 

 人・中小企業等との長期的なリレーションシップの更なる強化により、円滑な資金 

 供給や各種サービスの提供等の役割を適切に、持続可能な形で果たしていくことが、

地域金融機関の存在意義かつ地域貢献のあり方と捉え、平成 15～16 年度を地域経

済活性化に向けた集中取組み期間としてリレーションシップバンキングの機能強

化へ取組んでいきます。 

 

 （１）中小企業金融の再生に向けた取組み 

 

   ①中小企業金融の充実に向けた取組み 

     中小企業の成長ステージに応じ、円滑な資金供給やコンサルティング機能、 

    ビジネスマッチング機能等の問題解決型サービスの提供が行えるよう取組   

みを強化します。 

 

   Ａ 創業・新規企業に対する支援の強化 

創業・新規企業の当行に対するニーズは、資金供給者としての役割と、

事業計画作成のためのアドバイス等事業展開に資する情報の提供者とし

ての役割であると考えています。 

    今後、産学官連携強化、研修制度の充実による人材育成の強化、当行グ 

ループ企業を活用したベンチャー企業への投資制度や助成金制度等を継

続していきます。 

 

      Ｂ  取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化 

       成長期・安定期企業の当行に対するニーズは、資金供給者としての役

割と、更なる成長機会を獲得するための情報の提供者としての役割であ

ると考えており、今後、紹介サービス機能とコンサルティング機能を強

化していきます。 

 3



       具体的には、北東北 3行（当行・秋田銀行・岩手銀行）の提携により 

ビジネスマッチング情報を提供するサービスを開始しています。 

 

       C   取引先企業に対する経営改善支援の強化 

平成 15 年 4 月に「企業支援室」を設置し、お取引先の経営改善に向け 

 た支援・相談に積極的に取組んでいますが、外部専門家等との連携により 

 経営改善計画の策定を支援するなど、一層再生のスピードアップを図って  

 いきます。 

  

    D  早期事業再生に向けた取組み 

      青森県内においては、中小企業・小規模事業者が多く、該当する企業が 

     極めて限られており、再生ファンドやＤＩＰファイナンス等の再生スキー 

     ムの活用事例はありません。しかし、企業再生支援のスピードを上げるた 

     めの一つの選択肢として行政・政府系金融機関との情報交換を実施し、適 

     時適切な対応ができるよう人材育成等ノウハウの蓄積に取組みます。 

 

② 新しい中小企業金融への取組み 

     従来型の融資形態にとらわれず、私募債、当行幹事のシンジケートロー 

     ン等中小企業の多様化しているニーズへ対応していきます。 

      また、事業からのキャッシュフローを重視し、担保・保証に過度に依存 

     しない融資の促進のため、信用リスクデータベースを活用した取組みを進 

     めていく他、お客様との情報共有と相互理解の向上のため、貸出の契約   

内容、企業の業況・リスクに対する当行の考え方等を十分に説明する態勢

を整備します。 

 

  （２）健全性の確保、収益性向上への取組み 

    

      ①資産査定、信用リスク管理の強化 

 今後も適切な自己査定、償却・引当に取組むとともに、資産健全化に向 

けて「企業支援室」による取引先の経営改善、バルクセール等による不良 

債権のオフバランス化を図っていきます。 

 

     ②収益管理態勢の整備と収益力の向上 

   信用リスクデータベースの蓄積と新しい財務スコアリングモデルによる 

  企業格付の精緻化やプライシングロジックの再構築等により、信用リスク

に見合ったプライシングを実施します。 

        

    ③地域貢献についての情報開示 

      健全性を確保しつつ、主要なお客様である個人・中小企業に対する円滑 
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           な資金供給や各種サービスの提供等の役割を適切に果たしていくことが、 

           地域貢献のあり方であると考えています。 

             地域とのコミュニケーションと透明性を高めるために、平成 15 年 4 月 

    に総合企画部内に「広報室」を設置しました。 

      今後とも地域の皆様に対し、当行の地域貢献の内容について積極的に情 

     報を開示していきます。 

 

３．集中改善期間終了時点に達成を目指している経営の姿 

  

  当行は、企業理念である「地域のために」「お客さまとともに」「人を大切に」に 

 基づき、本計画を着実に実施することにより、地域金融機関の役割を充分に果たし 

 ます。 

  

(1) リレーションシップから得られる情報を有効活用し、中小企業の再生、中小企 

     業に対する円滑な資金供給や付加価値の高いサービスの提供により地域貢献を 

  果たします。 

  

(2) リスク管理と収益管理を高度化し、収益性を向上させ健全性を維持することに 

 より地域からの信頼を確保し、地域の金融システムの安定を維持していきます。 

  

(3) 当行の地域貢献への取組みについて積極的に情報を開示することにより、地域 

  の信頼を高めるような透明性の高い経営を目指します。 

  

 以上 
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機能強化計画の要約

アクションプログラムに基づく個別項目の計画

現状 具体的な取組み 備考（計画の詳細）
15年度 16年度

（1） 業種別担当者の配置等融資審査態勢の強化

１．審査部内に業種別審査
　　担当配置
２．審査部内に営業店
　　サポートチームを設置
３．企業の技術力評価を補完
　　するため県・市町村の制
　　度資金を活用

１．業種担当制の見直し
２．「(財)２１あおもり産業
　　総合支援センター」との
　　連携強化
３．「(財)青森地域社会研究
　　所」との連携強化

１．業種選定と人員再配置
２．外部機関との委託
　　ルールの検討

１．主要業種の審査ポイント
　　等を営業店へ提供
２．外部機関との提携開始

（2） 企業の将来性や技術力を的確に評価できる人材の
　　　育成を目的とした研修の実施

１．融資判断能力向上の
　　ために、営業店職員向
　　行内研修（年1回／30名
　　程度）、ならびに本部留学
　　制度（年間3名程度）
　　を実施

１．行内研修カリキュラム
　　の変更
２．行内研修・セミナーの
　　実施
３．本部スタッフ主体に行外
　　研修派遣の実施
４．業種別融資渉外ガイド
　　の全店展開
５．営業店から審査部門
　　への留学制度の
　　継続運用
６．通信講座の特別斡旋

１．業種別融資渉外
　　ガイドの行内
　　ｗｅｂ展開
２．本部留学の実施
３．行内研修・セミナー
　　の実施
４．行外研修への本部
　　スタッフ主体派遣
５．目利き関連通信講座
　　の特別斡旋

１．本部留学の実施
２．行内研修・セミナーの
　　実施
３．行外研修への本部
　　スタッフ主体派遣
４．目利き関連通信講座
　　の斡旋

１．行内研修は年1回（３０名程度）の
　　実施予定
２．行外研修は２年間で本部スタッフ
　　主体に１５名程度派遣予定
３．本部留学は２年間で６名程度実施
　　予定
４．目利き関連通信講座は延べ100名
　　程度の斡旋計画

（3） 産学官とのﾈｯﾄﾜｰｸの構築・活用や日本政策投資
　　　銀行との連携。「産業ｸﾗｽﾀｰｻﾎﾟｰﾄ金融会議」への
　　　参画

１．産学官とのネットワークの
　　構築が課題
２．「産業クラスターサポート
　　金融会議」に参画

１．産学官とのネットワークを
　　構築するとともに、連携
　　強化
２．産業クラスター計画への
　　参加

１．「産業クラスターサポー
　　ト金融会議」への参加
２．「北東北３行共同ビジ
　　ネスネット」の商談会の
　　開催

１．「産業クラスターサポート
　　金融会議」への参加
２．大学、各種業界団体との
　　情報交換

（4） ﾍﾞﾝﾁｬｰ企業向け業務に関する日本政策投資銀行、
　　中小企業金融公庫、商工組合中央金庫等との情報
    共有、協調投融資等連携強化

１．助成金支援、キャピタル
　　支援（関連会社）を行って
　　いて、ファイナンスが課題
２．政府系金融機関等との
　　ベンチャー向け業務提携
　　が課題

１．政府系金融機関との
　　情報交換会の開催

１．政府系金融機関との
　　情報交換会の開催

１．政府系金融機関との
　　情報交換会の開催

（5） 中小企業支援ｾﾝﾀｰの活用

１．（財）21あおもり産業
　　総合支援センターへの
　　人材派遣
２．中小企業支援センター
　　との連携不足

１．各団体との情報交換会
　　を開催し、連携を強化
　　する
２．事業者向け商品ガイド
　　ブックの改定

１．情報交換会の開催
２．事業者向け商品ガイド
　　ブックの改定

１．情報交換会の開催
２．事業者向け商品ガイド
　　ブックの改定

スケジュール

Ⅰ．中小企業金融の再生に向けた取組み
１．創業・新事業支援機能等の強化

項目

6 （青森銀行）



機能強化計画の要約

アクションプログラムに基づく個別項目の計画

現状 具体的な取組み 備考（計画の詳細）
15年度 16年度

スケジュール項目

２．取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化

（1） 経営情報やﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞ情報を提供する仕組みの
　　　整備

１．北東北三行（当行・秋田
　　銀行・岩手銀行）による
　　ビジネスマッチング業務
　　活動を実施中

１．ビシネスマッチングに関
　　して「北東北三行共同ビ
　　ジネスネットト」「地方銀
　　行情報ネットワーク」「Ｃ
　　ＮＳ情報サイト」を活用
２．行内ＬＡＮの活用と外部
　　専門家とのネットワーク
　　構築により、情報収集
　　体制の整備と充実

１．北東北三行によるビジネ
　　スマッチング活動および
　　商談会の開催
２．外部専門家との相談ネット
　　ワークシステム構築

１．北東北三行によるビジネ
　　スマッチング活動継続

（3） 要注意先債権等の健全債権化及び不良債権の新規
　　　発生防止のための体制整備強化並びに実績公表

１．審査部内「企業支援室」
　　により相談・支援活動を
　　実施中

１．要注意・要管理先を中心
　　に重点支援先を選定し、
　　年度毎のランクアップ目
　　標を設定した取組み
２．営業店向けサポートツー
　　ルの活用
３．行内研修・企業経営者向
　　け講習会の実施

１．ランクアップ目標　　10先
２．営業店向け研修会・講習
 　会の実施
３．企業経営者向け講習会
  　の実施

１．ランクアップ目標　10先
２．営業店向け研修会・講
　　習会の実施
３．企業経営者向け講習会
　　の実施

（4） 中小企業支援スキルの向上を目的とした研修の実施

１．役席向けに審査管理
　　能力向上を目的とした
　　行内研修（年１回／20名
　　程度）を実施

１．行内研修カリキュラム
　　の変更
２．行内研修の開催
３．本部スタッフ主体行外
　　研修派遣の実施
４．通信講座の特別斡旋
５．中小企業大学校への
　　職員派遣

１．行内研修の実施
２．行外研修への本部
　　スタッフ主体派遣
３．支援ｽｷﾙ関連通信
　　講座の特別斡旋
４．中小企業大学校への
　　職員派遣準備
　　（選抜実施）

１．行内研修の実施
２．行外研修への本部
　　スタッフ主体派遣
３．支援ｽｷﾙ関連通信
　　講座の斡旋
４．中小企業大学校への
　　職員派遣

１．行内研修は年1回（３０名程度）の
　　実施予定
２．行外研修は２年間で本部スタッフ主体
　　に１３名程度派遣予定
３．支援ｽｷﾙ関連通信講座は延べ100名
　　程度の斡旋計画
４．中小企業大学校へは年１名程度職員
　　派遣予定

（5） 「地域金融人材育成ｼｽﾃﾑ開発ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」等への協力

１．取引先企業管理者向け
　　セミナーを年１回実施
２．本部スタッフ、営業店
　　職員向けに財務最高
　　責任者養成通信講座
　　を斡旋、24名受講中

１．経営管理・財務管理
　　能力向上を目的とした
　　取引先経営幹部向け
　　セミナー等の実施
２．財務最高責任者・ＦＰ１級
　　資格者育成に向けた
　　対策講座・スクーリング
　　の実施
３．中小企業ＣＦＯ育成に
　　向けた講師派遣等の
　　積極対応
４．産学官連携モデル
　　事業等への対応

１．セミナーの開催（１回）
２．財務最高責任者
　　（ＪＣＦＯ）資格取得
　　向け通信講座の斡旋
３．ＦＰ１級対策講座の
　　実施

１．セミナーの開催（２回）
２．ＪＣＦＯ資格取得向け
　　通信講座の斡旋、
　　スクーリングの実施
３．ＦＰ１級対策講座の実施

１．ＪＣＦＯ資格取得向け通信講座を斡旋し、
　　スクーリングは２０名程度の実施計画
２．ＦＰ１級受験対策講座は４０名程度の
　　実施計画
３．産学官モデル事業については、参画
　　要請がある場合は積極的に対応
４．中小企業ＣＦＯに関する講師派遣に
　　ついては積極対応
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機能強化計画の要約

アクションプログラムに基づく個別項目の計画

現状 具体的な取組み 備考（計画の詳細）
15年度 16年度

スケジュール項目

３．早期事業再生に向けた積極的取組み

（1） 中小企業の過剰債務構造を解消・再生の取組み。
　　　「早期事業再生ガイドライン」の趣旨を踏まえた
　　　事業再生の早期着手

１．プリパッケージ型事業再
　　生及び私的整理ガイド
　　ラインの活用事例なし

１．プリパッケージ型事業再
　　生等のノウハウ蓄積の
　　ために人材を育成

１．行内研修の実施、行外
　　研修・セミナーの派遣等

１．行内研修の実施、行外
　　研修・セミナーの派遣等

（2） 地域の中小企業を対象とした企業再生ファンドの
　　　組成の取組み

１．企業再生ファンド組成の
　　実績なし

企業再生ファンド組成のノウ
ハウ蓄積のために
１．他県のファンド組成の
　　情報収集
２．政府系金融機関等との
　　情報交換会開催
３．人材の育成

１．政府金融機関との定例
　　的な情報交換会の開催
２．行内研修の実施、行外
　　研修・セミナーの派遣等

１．政府金融機関との定例
　　的な情報交換会の開催
２．行内研修の実施、行外
　　研修・セミナーの派遣等

（3） ﾃﾞｯﾄﾞ・ｴｸｲﾃｨ・ｽﾜｯﾌﾟ、DIPﾌｧｲﾅﾝｽ等の活用

１．デット・エクイティ・スワッ
　　プ等を活用した事例ない

１．企業再生のノウハウ蓄積
　　のために人材を育成

１．行内研修の実施、行外
　　研修・セミナーの派遣等

１．行内研修の実施、行外
　　研修・セミナーの派遣等

（4） 「中小企業再生型信託ｽｷｰﾑ」等、ＲＣＣ信託機能の
     活用

１．ＲＣＣ信託機能を活用
　　した事例はない

１．企業再生のノウハウ蓄積
　　のために人材を育成

１．行内研修の実施、行外
　　研修・セミナーの派遣等

１．行内研修の実施、行外
　　研修・セミナーの派遣等

（5） 産業再生機構の活用

１．当行主導による産業
　　再生機構を活用した
　　事例はない

１．企業再生のノウハウ蓄積
　　のために人材を育成

１．行内研修の実施、行外
　　研修・セミナーの派遣等

１．行内研修の実施、行外
　　研修・セミナーの派遣等

（6） 中小企業再生支援協議会への協力とその機能の活用

１．再生支援協議会に参画 １．再生支援協議会との
　　情報交換
２．協議会の機能活用先の
　　選定検討

１．協議会との情報交換
　　実施

１．情報交換の継続と機能
　　活用先の選定検討

（7）企業再生支援に関する人材（ターンアラウンド・
　　スペシャリスト）の育成を目的とした研修の実施

１．行内管理監督者向けに
　　債権管理回収能力向上
　　を目的とした行内研修
　　（年６回／６０名程度）
　　を実施

１．行内研修カリキュラム
　　の変更
２．行内研修・セミナーの
　　開催
３．本部スタッフ主体行外
　　研修派遣の実施
４．通信講座の特別斡旋

１．行内研修・セミナー
　　の実施
２．行外研修への本部
　　スタッフ主体派遣
３．再生支援関連通信
　　講座の特別斡旋

１．行内研修・セミナーの
　　実施
２．行外研修への本部
　　スタッフ主体派遣
３．再生支援関連通信
　　講座の斡旋

１．行内研修は半期毎３回（４５名程度）
　　の実施予定
２．行外研修は２年間で本部スタッフ
　　主体に１３名程度派遣予定
３．再生支援関連通信講座は延べ100名
　　程度の斡旋計画

４．新しい中小企業金融への取組みの強化

（1） 担保・保証へ過度に依存しない融資を促進等。第三者
　　　保証の利用のあり方。

１．第三者保証徴求にあたっ
　　ては、包括根保証とせず
　　特定債務保証・限定根
　　保証での取扱い
２．ローンレビューは案件
　　事前協議と大口与信先
　　等与信方針協議を実施
３．担保・保証条件を依存し
　　ない融資商品の取組み
　　と財務スコアリングモデル
　　を活用した融資の取組み
　　実績あり

１．財務スコアリングモデル
　　を活用したプロパー商品
　　の拡充
２．案件協議制度の継続

１．財務スコアリングモデル
　　を活用した無担保・第三
　　者保証人不要プロパー
　　融資商品の検討
２．案件協議制度の継続

１．財務スコアリングモデル
　　を活用した無担保・第三
　　者保証人不要プロパー
　　融資商品の商品化
２．案件協議制度の継続

8 （青森銀行）



機能強化計画の要約

アクションプログラムに基づく個別項目の計画

現状 具体的な取組み 備考（計画の詳細）
15年度 16年度

スケジュール項目

（3） 証券化等の取組み

１．データ整備、資金調達面、
　　費用面等の課題から
　　検討段階

１．県および政府系金融機関
　　との連携を図り、取組みを
　　検討

１．関係団体および政府系
　　金融機関等との情報交換
　　会の開催

１．関係団体および政府系
　　金融機関等との情報交換
　　会の開催

（4） 財務諸表の精度が相対的に高い中小企業に対する
      融資ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの整備

１．信用格付の中で、財務
　　諸表の精度を測る要素と
　　して情報開示状況を評点
　　反映
２．実態財務の判別力を高
　　めるため、財務スコア
　　リングモデルを再構築

１．「TKC戦略経営者ローン
　　」の導入検討
２．新財務スコアリングモデ
　　ルを組み込んだ信用格
　　付へ改定

１．「TKC戦略経営者ローン」
　　の商品化検討
２．信用格付制度改定実施

１．「TKC戦略経営者ローン
　　」の商品化
２．格付制度の遵守状況の
　　フォロー徹底

（5） 信用ﾘｽｸﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの整備・充実及びその活用

１．「地銀協信用リスク定量
　　化システム」及び「CRD(
　　中小企業リスクデータ
　　ベース)」に加入

１．新財務スコアリングモデ
　　ルによる格付の精緻化
２．自行実績データの検証
　　継続
３．地銀協の共同システム
　　構築によるポートフォリオ
　　管理手法の確立

１．格付制度改定
２．自行実績データ検証
３．地銀協が中心となり、新
　　データベースシステム構
　　築等共同開発を実施
４．当行も共同システム導入
　　に向け自行内部対応
　　実施

１．格付制度の遵守状況
　　フォロー
２．地銀協新共同システム
　　本格稼動後、システム
　　活用によるデフォルト
　　率検証開始
３．提供されるモンテカルロ
　　シミュレーションの活用
   　方法検討

５．顧客への説明態勢の整備、相談・苦情処理機能の強化

（1） 銀行法等に義務付られた、貸付契約、保証契約の
      内容等重要事項に関する債務者への説明態勢の
      整備

１．説明態勢整備のため、
   双方署名・双方所持方式
   の銀行取引約定書へ改定
２．主要契約書も複写式に
し、
　  顧客への交付徹底
３．保証人への説明は「保証
　 意思確認記録票」で説明
　　者を記録
４．変更契約時は、債務者・
　　保証人への内容説明、
　　契約書への署名を義務
付け

１．行内規程等の見直し
　　①クレジットポリシー
　　②融資事務手続等
２．融資契約書等の見直し
３．会議・研修等による
　　周知・徹底
４．内部監査等による遵守
　　状況監査
５．苦情等の分析による
　　実態把握

１．クレジットポリシー及び
　　融資事務手続の見直し
２．融資契約書の見直し
３．会議・研修等の実施

１．クレジットポリシー及び
　　融資事務手続の見直し
２．融資契約書の見直し
３．会議・研修等の実施

（３）相談・苦情処理機能の強化

１．苦情等は本部統括部署
　　が関係部と連携し対応
２．地域金融円滑化会議に
　　参加

１．「苦情・ﾄﾗﾌﾞﾙ等対応
　　マニュアル」と「反社会的
　　勢力対応マニュアル」の
　　制定と全店配布の実施
２．各機関との連携強化
３．研修・会議等の実施

１．マニュアルの配布
２．本部・営業店研修の実施
３．要因の把握と分析実施

１．本部・営業店研修の実施
２．実例紹介（ケーススタディ
　　）による再発防止策・対
　　応力強化実施

６．進捗状況の公表

１．計画の実効性を確保す
　　るため定期的に公表

１．半期毎の決算発表とタイ
　　ミングを合わせ、６カ月間
　　の進捗報告

１．15年11月公表 １．16年5月、16年11月公表
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機能強化計画の要約

アクションプログラムに基づく個別項目の計画

現状 具体的な取組み 備考（計画の詳細）
15年度 16年度

スケジュール項目

Ⅱ．各金融機関の健全性の確保、収益性の向上等に向けた取組み
１．資産査定、信用リスク管理の強化

（1）①適切な自己査定及び償却・引当

１．自己査定体制は、相互
　　牽制機能を確保
２．監査部門（リスク統括部）
　　により自己査定及び償却・
　　引当の検証実施

１．自己査定の精度向上の
　　ための自己査定システ
　　ムの再構築

１．格付・自己査定同時実施
　　に係る導入システムの機
　　能検討・要件チェック

１．格付・自己査定同時実施
　　システムの構築作業

（１）②担保評価方法の合理性、処分実績からみた評価
　　　　精度に係る厳正な検証

１．担保評価は、原則関連
　　会社（青銀不動産調査
　　㈱）に評価委託、一部不
　　動産鑑定士による鑑定
　　評価も実施
２．再評価は、正常先５年
　　経過後１年以内、要注
　　意以下先２年経過後
　　１年以内に実施（時点
　　修正は年１回実施）
３．評価精度検証は半期毎
　　に実施

１．担保処分事例を３月末、
　　９月末を基準に調査
２．調査結果に基づき、担保
　　掛目の妥当性を検証

１．半期毎に前半期分の担
　　保物件処分事例を調査
　　検証

１．半期毎に前半期分の担
　　保物件処分事例を調査
　　検証

２．収益管理態勢の整備と収益力の向上

（2）信用リスクデータの蓄積、債務者区分と整合的な内部
　　 格付制度の構築、金利設定のための内部基準の
　　 整備等

１．「地銀協信用リスク定量
　　化システム」及び「CRD(
　　中小企業リスクデータ
　　ベース)」に加入
２．格付と債務者区分の整合
　　性を確保
３．金利の構成要素を明確に
　　した金利体系を整備し、「
　　新ガイドライン金利」を導
　　入、運用を開始

１．自行実績データの蓄積
　　を基本としながら外部
　　データの活用を継続
２．新財務スコアリングモデ
　　ルにより格付を精緻化
３．自己査定システムによ
　　る自己査定の精度向上
４．既往短期貸出先の貸出
　　金利適正化目標の進捗
　　と新規貸出金へのガイド
　　ライン金利適用遵守の
　　徹底
５．新収益管理システムに
　　基づく個社別採算管理
　　手法の確立と地銀協
　　共同システムを活用した
　　プライシングロジックの
　　再構築

１．信用格付制度改定
２．自己査定システム要件
　　検討
３．｢貸出金利適正化施策」
　　の進捗フォローと取組み
　　手法検討
４．個社別採算管理基準の
　　設定と運用手続の策定
５．地銀協へのデータ提出

１．自己査定システム構築
２．個社別採算管理に対応
　　したプライシング施策とし
　　ての新目標設定と取組み
３．プライシングロジック再構
　　築に向けた検討着手

４．地域貢献に関する情報開示等

（1）地域貢献に関する情報開示等

１．ディスクロージャー等にて
　　経営情報、地域貢献に関
　　する情報開示を実施
２．地域から更なる信頼を得
　　るためには開示項目の
　　見直しと開示の工夫が
　　必要

１．年度毎のディスクロー
　　ジャー誌だけでなく、半期
　　毎のミニディスクロー
　　ジャー誌等にて公表

１．情報開示項目と開示方法
　　を検討し、15年12月に公
表

１．16年6月、12月に公表
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